
いきいき交流センター施設使用料の改定について 

 

 令和８年４月１日から新料金が適用されます。 

  

区 分 期間 旧使用料 新使用料 

集会室 １日（回） ２，４８０円  ２，８３０円  

会議室 １日（回） ６４０円  ６７０円  

和室 １日（回） ６４０円  ７００円  

陶芸室 １日（回） ６４０円  ３３０円  

その他（入浴等） １人１日（回） ２６０円  ２６０円  

ゲンキかさおか広場 １時間  ５００円  ８００円  

  



笠岡市長寿支援課 

 

いきいき交流センター施設使用料の改定について 

 

 

令和８年４月１日から施設使用料の改定が予定されています。 

使用料の取り扱いについては，次のとおりお願いいたします。 

 

記 

 

１ 令和８年３月３１日までに使用許可を受けた場合，令和８年４月１日以降の使用であっても，改定前の料金を適用して

ください。 

 

２ 令和８年４月１日以降に使用許可を受けた場合，改定後の新料金が適用されます。 

 

３ 仮予約では使用許可がされていない状況となるため，令和８年３月３１日までに使用許可を受けない場合は，新料金が

適用されます。 

 

４ 令和８年３月３１日までに使用許可を受け，令和８年４月１日以降に変更した場合，変更した内容について新たに使用

許可された場合は新料金が適用されます。 

なお，変更されない部分については，改定前の料金を適用します。  

 


